
関係都県における水道水中の放射性物質に関する検査計画の策定状況
平成23年4月28日　厚生労働省健康局水道課

測定対象 市町村 日程

宮城県 ○ ○ ○ △
・南三陸町のみ被災が激しく検査の目途が立っていない。
・実施済み市町村には、水道用水供給事業の検査実施含む。

山形県 ○ ○ ○ ○
・全市町村で実施。
・実施済み市町村には、水道用水供給事業の検査実施含む。

茨城県 ○ ○ ○ ○ ・全市町村で実施。

栃木県 ○ ○ ○ ○
・全市町村で実施。
・実施済み市町村には、水道用水供給事業の検査実施含む。

群馬県 ○ ○ ○ ○
・全市町村で実施。
・実施済み市町村には、水道用水供給事業の検査実施含む。

埼玉県 ○ ○ ○ ○
・全市町村で実施。
・実施済み市町村には、水道用水供給事業の検査実施含む。

千葉県 ○ ○ ○ ○
・全市町村で実施。
・実施済み市町村には、水道用水供給事業の検査実施含む。
・水道事業のない芝山町は、専用水道（芝山町振興公社）にて検査実施済み。

東京都 ○ ○ ○ ○ ・全区市町村で実施（東京都水道局給水区市町村は４浄水場で検査実施）。

神奈川県 ○ ○ ○ ○ ・全市町村で実施。

新潟県 ○ ○ ○ ○ ・全市町村で実施。

　　　（避難区域内の浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、樽葉町は検査困難）

都県名 提出の
有無

記載内容
備考

凡例：（○）提出及び記載あり、（-）未提出、（×）未記載、（△）一部記載漏れ等あり。
測定対象：水道の水源及び浄水場名の記述の有無
福島県では、現地災害対策本部が水道水の水質検査を実施しており、県には検査計画策定を求めていない。
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